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画地 ア 物 件 調 書 
所 在 地 摂津市千里丘新町 200番 24 の一部 住居表示 摂津市千里丘新町 3番 

面 積 ３，６６３㎡  地 目 宅地 

接面道路の状況 
北側：幅員約１４．０ｍの市道（私道負担なし） 

西側：幅員約１８．５ｍの市道（私道負担なし）（平成２９年度完成予定） 

交 通 機 関 JR東海道線「岸辺」駅から徒歩約 9分（約 700ｍ） 

法

令

上

の

制

限 

  内    容（特記事項参照） 

市 街 化 区 域 用途地域等 準工業地域 

建 ぺ い 率 ６０％ 容 積 率 ２００％ 

高 度 地 区  － 防火指定 準防火地域 

そ の 他 の 

法 規 制 

千里丘新町地区地区計画 

埋蔵文化財包蔵地 

供

給

処

理

施

設 

  配 管 等 の 状 況 照 会 先 及 び 電 話 番 号 

電 気 関西電力（株） 
関西電力（株）北摂営業所 

（０８００）７７７－８０１５ 

ガ ス 道路配管有（引込は自己負担） 
大阪ガス（株）北東部導管部お客さまセンター 

（０１２０）５－９４８１７ 

上 水 道 道路配管有（引込は自己負担） 摂津市上下水道部 

下 水 道 道路配管有（合流式、引込は自己負担） 摂津市上下水道部 

《 特記事項 》  

（１） 吹田市では、下水処理場施設並びに施設にかかる基礎杭及び埋設管をＧＬ－２．０ｍの深さまで撤去しました。

吹田市が撤去した下水処理場施設並びに施設にかかる基礎杭及び埋設管以外にも、事業用地の地中に障害物が存在

している可能性があります。事業用地については、現状のまま引き渡すこととしますので、抜杭・撤去が必要な場

合には周辺地域への影響を十分注意して、事業者の責任・負担にて実施してください。 

（２） 現在も正雀調整池が供用されており、吹田市所有の行政財産であることから、私権の設定を行うことはできま

せん。平成２９年度中に吹田市が当該施設の廃止及び撤去工事を行う予定であり、撤去工事等の完了及び行政財産

用途の廃止以降に、優先交渉権者との契約手続きが可能となります。そのため、土地の引渡しは平成３０年秋ごろ

となります。なお、不測の事態等の影響により、土地の引渡し時期に変更が生じる場合があります。 

（３） 正雀調整池の用地は、施設の廃止後に、吹田市が土壌汚染調査を実施する予定です。万一、土壌汚染が判明し

た場合は、土地引渡しまでに吹田市が汚染の除去等を講じる予定です。 

（４） 画地の一部から千里丘４４号線にかかる範囲に、概ねＧＬ－２．０ｍから－１８．０ｍまで、正雀調整池のコ

ンクリート構造物（面積：約１,１９０㎡）の一部が残置されています。事業者が当該残置物に影響を及ぼす撤去

等の工事を行う際は、道路に影響を及ぼすことがないよう十分注意を払うとともに、事前に道路管理者と協議を

行ってください。 

（５） 画地と都市計画道路岸部中千里丘線との接道部分には、法面が整備される予定です。画地内の法面について、

事業者の土地利用に合わせた形状変更を行うことも可能ですが、その検討の際は、事前に吹田市と協議を行って

ください。 

（６） 健都イノベーションパーク内の一部が文化財保護法による周知の埋蔵文化財の包蔵地（遺跡名：明和池遺跡）

に該当します。今後、事業者が実施する工事内容によっては、文化財保護法第 93 条に基づく手続き等が必要と

なる場合があります。この場合は事業者の責任・負担で必要な調査等を実施してください。 

別紙１ 
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（７） 都市計画法第３３条第１項第２号及び摂津市開発協議基準第７条第３項第１号に定める公共空地の整備（開発

区域面積の３％以上）の要件については、吹田市と摂津市の間で平成２８年１０月２６日に締結の「健都イノベー

ションパークの土地利用に関する協定書」に基づき、事業者による整備を行う必要がないことを確認しています。 

（８） 画地と道路との接道部分については、セットバック用地の緑化に努めてください。当該部分の緑化を行う際は、

各事業者が隣接する事業用地を含む周辺環境の調和に配慮した整備に努める必要があります。 

売却最低価格 金４２４，９０８，０００円  

契約保証金 契約金額の１００分の５以上の金額 
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写真①：北西方より 

写真②：北東方より 

写真位置図（青色丸数字と矢印は写真撮影位置及び方向を示す） 

① ② 
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画地 イ 物 件 調 書 

所 在 地 
摂津市千里丘新町 200 番 24 の一部

及び 200番 1の一部 
住居表示 摂津市千里丘新町 3番 

面 積 ３，６５９㎡  地 目 宅地 

接面道路の状況 北側：幅員約１４．０ｍの市道（私道負担なし） 

交 通 機 関 JR東海道線「岸辺」駅より徒歩約 10分（約 750m） 

法

令

上

の

制

限 

  内    容（特記事項参照） 

市 街 化 区 域 用途地域等 準工業地域 

建 ぺ い 率 ６０％ 容 積 率 ２００％ 

高 度 地 区  － 防火指定 準防火地域 

そ の 他 の 

法 規 制 

千里丘新町地区地区計画 

埋蔵文化財包蔵地 

供

給

処

理

施

設 

  配 管 等 の 状 況 照 会 先 及 び 電 話 番 号 

電 気 関西電力（株） 
関西電力（株）北摂営業所 

（０８００）７７７－８０１５ 

ガ ス 道路配管有（引込は自己負担） 
大阪ガス（株）北東部導管部お客さまセンター 

（０１２０）５－９４８１７ 

上 水 道 道路配管有（引込は自己負担） 摂津市上下水道部 

下 水 道 道路配管有（合流式、引込は自己負担） 摂津市上下水道部 

《 特記事項 》  

（１） 吹田市では、下水処理場施設並びに施設にかかる基礎杭及び埋設管をＧＬ－２．０ｍの深さまで撤去しました。

吹田市が撤去した下水処理場施設並びに施設にかかる基礎杭及び埋設管以外にも、事業用地の地中に障害物が存在

している可能性があります。事業用地については、現状のまま引き渡すこととしますので、抜杭・撤去が必要な場

合には周辺地域への影響を十分注意して、事業者の責任・負担にて実施してください。 

（２） 現在も正雀調整池が供用されており、吹田市所有の行政財産であることから、私権の設定を行うことはできま

せん。平成２９年度中に吹田市が当該施設の廃止及び撤去工事を行う予定であり、撤去工事等の完了及び行政財産

用途の廃止以降に、優先交渉権者との契約手続きが可能となります。そのため、土地の引渡しは平成３０年秋ごろ

となります。なお、不測の事態等の影響により、土地の引渡し時期に変更が生じる場合があります。 

（３） 正雀調整池の用地は、施設の廃止後に、吹田市が土壌汚染調査を実施する予定です。万一、土壌汚染が判明し

た場合は、土地引渡しまでに吹田市が汚染の除去等を講じる予定です。 

（４） 健都イノベーションパーク内の一部が文化財保護法による周知の埋蔵文化財の包蔵地（遺跡名：明和池遺跡）

に該当します。今後、事業者が実施する工事内容によっては、文化財保護法第 93 条に基づく手続き等が必要と

なる場合があります。この場合は事業者の責任・負担で必要な調査等を実施してください。 

（５） 都市計画法第３３条第１項第２号及び摂津市開発協議基準第７条第３項第１号に定める公共空地の整備（開発

区域面積の３％以上）の要件については、吹田市と摂津市の間で平成２８年１０月２６日に締結の「健都イノベー

ションパークの土地利用に関する協定書」に基づき、事業者による整備を行う必要がないことを確認しています。 

（６） 画地と道路との接道部分については、セットバック用地の緑化に努めてください。当該部分の緑化を行う際は、

各事業者が隣接する事業用地を含む周辺環境の調和に配慮した整備に努める必要があります。 
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売却最低価格 金４７２，０１１，０００円  

契約保証金 契約金額の１００分の５以上の金額 

 

位置図等 
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写真①：北東方より 

写真②：北西方より 

写真位置図（青色丸数字と矢印は写真撮影位置及び方向を示す） 

① ② 
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画地 ウ 物 件 調 書 
所 在 地 摂津市千里丘新町 200番 1の一部 住居表示 摂津市千里丘新町 3番 

面 積 ４，０４７㎡  地 目 宅地 

接面道路の状況 
北側：幅員約１４．０ｍの市道（私道負担なし） 

東側：幅員約１２．０ｍの市道（私道負担なし） 

交 通 機 関 JR東海道線「岸辺」駅より徒歩約 10分（約 800m） 

法

令

上

の

制

限 

  内    容（特記事項参照） 

市 街 化 区 域 用途地域等 準工業地域 

建 ぺ い 率 ６０％ 容 積 率 ２００％ 

高 度 地 区  － 防火指定 準防火地域 

そ の 他 の 

法 規 制 

千里丘新町地区地区計画 

埋蔵文化財包蔵地 

供

給

処

理

施

設 

  配 管 等 の 状 況 照 会 先 及 び 電 話 番 号 

電 気 関西電力（株） 
関西電力（株）北摂営業所 

（０８００）７７７－８０１５ 

ガ ス 道路配管有（引込は自己負担） 
大阪ガス（株）北東部導管部お客さまセンター 

（０１２０）５－９４８１７ 

上 水 道 道路配管有（引込は自己負担） 摂津市上下水道部 

下 水 道 道路配管有（合流式、引込は自己負担） 摂津市上下水道部 

《 特記事項 》  

（１） 吹田市では、下水処理場施設並びに施設にかかる基礎杭及び埋設管をＧＬ－２．０ｍの深さまで撤去しました。

吹田市が撤去した下水処理場施設並びに施設にかかる基礎杭及び埋設管以外にも、事業用地の地中に障害物が存在

している可能性があります。事業用地については、現状のまま引き渡すこととしますので、抜杭・撤去が必要な場

合には周辺地域への影響を十分注意して、事業者の責任・負担にて実施してください。 

（２） 吹田市では本件用地について、土壌汚染調査を実施しております。結果概要は、以下のとおりです。 

ア 土壌汚染調査結果の概要 

画地ウからは、土壌汚染は確認されませんでした。なお、（仮称）南北道路と千里丘４４号線の接続箇所から

見て、南東の方角に位置する箇所の一部から、ほう素及びその化合物が指定基準値を超えて検出されました。 

イ 事業用地の引渡時における状況 

平成２７年６月１７日付け大阪府告示第８７２号において、土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第  

１１条第２項の規定により、同条第１項の区域の全部について同項の規定による指定を解除されています。 

● 講じられた汚染の除去等の措置  土壌汚染の除去 

（３） 都市計画道路岸部中千里丘線が完成するまでの期間中は、（仮称）南北道路に埋設される下水道管の水位が上

昇するため、１０年確率降雨量を超える降雨を観測した際に、当該下水管が対応できる排水量を超える恐れがあ

ります。 

（４） 健都イノベーションパーク内の一部が文化財保護法による周知の埋蔵文化財の包蔵地（遺跡名：明和池遺跡）

に該当します。今後、事業者が実施する工事内容によっては、文化財保護法第 93 条に基づく手続き等が必要と

なる場合があります。この場合は事業者の責任・負担で必要な調査等を実施してください。 

（５） 都市計画法第３３条第１項第２号及び摂津市開発協議基準第７条第３項第１号に定める公共空地の整備（開発

区域面積の３％以上）の要件については、吹田市と摂津市の間で平成２８年１０月２６日に締結の「健都イノベー
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ションパークの土地利用に関する協定書」に基づき、事業者による整備を行う必要がないことを確認しています。 

（６） （仮称）南北道路との接道部分には、当該道路の歩道から３ｍの緑地帯を画地内に整備し、管理する必要があ

ります。 

（７） 画地と道路との接道部分については、セットバック用地の緑化に努めてください。当該部分の緑化を行う際は、

各事業者が隣接する事業用地を含む周辺環境の調和に配慮した整備に努める必要があります。 

売却最低価格 金５６６，５８０，０００円  

契約保証金 契約金額の１００分の５以上の金額 
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写真①：北東方より 

写真位置図（青色丸数字と矢印は写真撮影位置及び方向を示す） 

① ② 

写真②：北西方より 
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画地 エ 物 件 調 書 

所 在 地 
摂津市千里丘新町 200番 16の一部、

200番 20の一部及び 720番の一部 
住居表示 摂津市千里丘新町 3番 

面 積 ５，６８１㎡ 地 目 宅地 

接面道路の状況 
西側：幅員約１８．５ｍの市道（私道負担なし）（平成２９年度完成予定） 

南側：幅員約１４．０ｍの市道（私道負担なし） 

交 通 機 関 JR東海道線「岸辺」駅より徒歩約 7分（約 600m） 

法

令

上

の

制

限 

  内    容（特記事項参照） 

市 街 化 区 域 用途地域等 準工業地域 

建 ぺ い 率 ６０％ 容 積 率 ２００％ 

高 度 地 区  － 防火指定 準防火地域 

そ の 他 の 

法 規 制 

千里丘新町地区地区計画 

埋蔵文化財包蔵地 

供

給

処

理

施

設 

  配 管 等 の 状 況 照 会 先 及 び 電 話 番 号 

電 気 関西電力（株） 
関西電力（株）北摂営業所 

（０８００）７７７－８０１５ 

ガ ス 道路配管有（引込は自己負担） 
大阪ガス（株）北東部導管部お客さまセンター 

（０１２０）５－９４８１７ 

上 水 道 道路配管有（引込は自己負担） 摂津市上下水道部 

下 水 道 道路配管有（合流式、引込は自己負担） 摂津市上下水道部 

《 特記事項 》  

（１） 吹田市では、下水処理場施設並びに施設にかかる基礎杭及び埋設管をＧＬ－２．０ｍの深さまで撤去しました。

吹田市が撤去した下水処理場施設並びに施設にかかる基礎杭及び埋設管以外にも、事業用地の地中に障害物が存在

している可能性があります。事業用地については、現状のまま引き渡すこととしますので、抜杭・撤去が必要な場

合には周辺地域への影響を十分注意して、事業者の責任・負担にて実施してください。 

（２） 画地エ及びオには、公共下水道施設（健都イノベーションパーク内全体で、管渠 ＨＰφ１,１００ｍｍ Ｌ

＝約２４０ｍ、人孔 ３箇所）が埋設されています。（吹田市が地役権を設定する部分は管理用通路として確保す

る必要があり、建築物等を建てることはできません。）また、公共下水道施設を維持管理するために、周辺道路か

ら敷地内の人孔まで、吹田市が地役権を設定する範囲を管理車両等が常時通行可能な通路を確保した施設配置と

することが必要です。 

管理車両が通行する部分は、幅員４．０ｍ以上の空間を設け、４．０ｔ車両が通行可能な舗装が必要です。歩道

のある道路から管理車両が乗入れる場合は、歩道の切下げが必要です。敷地をフェンス等で囲む場合は、管理車両

等が通行可能な門扉の設置が必要です。これらの整備は、周辺地域への影響を十分注意して、事業者の責任・負担

にて実施してください。 

なお、吹田市が地役権設定する範囲と異なる範囲に管理用通路を確保する場合は、別途、吹田市下水道部と協議

し、承諾を得たうえで、地役権設定範囲の変更に関する契約を締結し、変更した範囲で地役権の設定を行う必要が

あります。また、維持管理のための立入り等の詳細に関する覚書を吹田市下水道部と締結する必要があります。 

公共下水道施設に近接して掘削、杭の打設等を行う場合は、吹田市下水道部に公共下水道管付近地掘削の届出が

必要です。敷地内の人孔の高さ調整を必要とする場合は、吹田市下水道部の工事施工承認を得る必要があります。 

優先交渉権者との売買契約締結後、所有権移転にあたり、以下のとおり、吹田市が区分地上権及び地役権の設定
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を行います。 

ア 管渠及び人孔が埋設されている敷地部分には、区分地上権を設定します。管渠上に建物等を建築する場合の

荷重は、地表面において１㎡あたり１ｔ以下とします。 

イ 管理用通路には、立入・使用・掘削を目的とする地役権を設定し、設定後は建築物等の築造など、公共下水

道施設の維持管理に支障となる行為はできません。 

ウ 区分地上権及び地役権の設定期間は、公共下水道施設の存続期間となります。 

エ 区分地上権及び地役権にかかる設定対価及び使用料については、売却価格から権利の設定対価及び使用料相

当分を控除しています。 

オ 土地の所有権を第三者に譲渡する場合は、上記アからエまでの事項をその第三者に継承しなくてはなりませ

ん。 

カ 公共下水道施設の区分地上権及び地役権設定に係る測量・分筆・登記は、吹田市が行います。ただし、ただ

し、地役権を別図１に示す部分以外で設定する場合は、事業者（優先交渉権者）において、登記に必要な測量、

図面作成等が必要です。 

（３） 吹田市では本件用地について、土壌汚染調査を実施しております。結果概要は、以下のとおりです。 

ア 土壌汚染調査結果の概要 

画地エからは、土壌汚染は確認されませんでした。なお、（仮称）南北道路と千里丘４４号線の接続箇所から

見て、南東の方角に位置する箇所の一部から、ほう素及びその化合物が指定基準値を超えて検出されました。 

イ 事業用地の引渡時における状況 

平成２７年６月１７日付け大阪府告示第８７２号において、土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第  

１１条第２項の規定により、同条第１項の区域の全部について同項の規定による指定を解除されています。 

● 講じられた汚染の除去等の措置  土壌汚染の除去 

（４） 都市計画道路岸部中千里丘線が完成するまでの期間中に、画地エ又はオの利用を提案する事業者が開発を行お

うとする際は、（仮称）南北道路に埋設される下水道管に排水設備を接続して仮排水を行う必要があります。この

場合、都市計画道路岸部中千里丘線が完成した際には、事業者は、速やかに都市計画道路岸部中千里丘線に埋設

される下水道管へ排水設備の付替えを行わなくてはなりません。これに伴う付替工事は、事業者が自ら行う必要

があります。 

また、画地エ又はオの利用及び整備にあたっては、摂津市と十分に協議を行ってください。排水設備の埋設等に

ついて事業者の責任で当事者間での協議を行うことになります。画地エを利用する事業者は、画地オの事業者が画

地エの敷地内に排水設備の整備を行うことに協力し、これを拒むことができないものとします。同様に、画地オを

利用する事業者は、画地エの事業者が画地オの敷地内に排水設備の整備を行うことに協力し、これを拒むことがで

きないものとします。 

なお、仮排水を行う期間中は、（仮称）南北道路に埋設される下水道管の水位が上昇するため、１０年確率降雨

量を超える降雨を観測した際に、当該下水管が対応できる排水量を超える恐れがあります。 

（５） 画地ア及びエと都市計画道路岸部中千里丘線との接道部分には、法面が整備される予定です。画地内の法面

について、事業者の土地利用に合わせた形状変更を行うことも可能ですが、その検討の際は、事前に吹田市と協

議を行ってください。 

（６） 健都イノベーションパーク内の一部が文化財保護法による周知の埋蔵文化財の包蔵地（遺跡名：明和池遺跡）

に該当します。今後、事業者が実施する工事内容によっては、文化財保護法第 93 条に基づく手続き等が必要と

なる場合があります。この場合は事業者の責任・負担で必要な調査等を実施してください。 

（７） 都市計画法第３３条第１項第２号及び摂津市開発協議基準第７条第３項第１号に定める公共空地の整備（開発

区域面積の３％以上）の要件については、吹田市と摂津市の間で平成２８年１０月２６日に締結の「健都イノベー

ションパークの土地利用に関する協定書」に基づき、事業者による整備を行う必要がないことを確認しています。 

（８） 都市計画道路岸部中千里丘線と千里丘中央線の交差部分において、壁面位置の制限の区域以上となる範囲に街
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角広場（平面空間を主とした憩いの空間）を事業者が設置し、管理する必要があります。設置及び管理にあたって

は、摂津市との協議が必要となります。 

（９） 画地と道路との接道部分については、セットバック用地の緑化に努めてください。当該部分の緑化を行う際は、

各事業者が隣接する事業用地を含む周辺環境の調和に配慮した整備に努める必要があります。 

 

売却最低価格 金６６７，３２７，０００円  

契約保証金 契約金額の１００分の５以上の金額 
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写真①：南西方より 

写真位置図（青色丸数字と矢印は写真撮影位置及び方向を示す） 

写真②：南東方より 

② ① 
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画地 オ 物 件 調 書 

所 在 地 
摂津市千里丘新町 200番 16の一部、

200番 20の一部及び 720番の一部 
住居表示 摂津市千里丘新町 3番 

面 積 ６，４９６㎡ 地 目 宅地 

接面道路の状況 南側：幅員約１４．０ｍの市道（私道負担なし） 

交 通 機 関 JR東海道線「岸辺」駅より徒歩約 8分（約 650m） 

法

令

上

の

制

限 

  内    容（特記事項参照） 

市 街 化 区 域 用途地域等 準工業地域 

建 ぺ い 率 ６０％ 容 積 率 ２００％ 

高 度 地 区  － 防火指定 準防火地域 

そ の 他 の 

法 規 制 

千里丘新町地区地区計画 

埋蔵文化財包蔵地 

供

給

処

理

施

設 

  配 管 等 の 状 況 照 会 先 及 び 電 話 番 号 

電 気 関西電力（株） 
関西電力（株）北摂営業所 

（０８００）７７７－８０１５ 

ガ ス 道路配管有（引込は自己負担） 
大阪ガス（株）北東部導管部お客さまセンター 

（０１２０）５－９４８１７ 

上 水 道 道路配管有（引込は自己負担） 摂津市上下水道部 

下 水 道 道路配管有（合流式、引込は自己負担） 摂津市上下水道部 

《 特記事項 》  

（１） 吹田市では、下水処理場施設並びに施設にかかる基礎杭及び埋設管をＧＬ－２．０ｍの深さまで撤去しました。

吹田市が撤去した下水処理場施設並びに施設にかかる基礎杭及び埋設管以外にも、事業用地の地中に障害物が存在

している可能性があります。事業用地については、現状のまま引き渡すこととしますので、抜杭・撤去が必要な場

合には周辺地域への影響を十分注意して、事業者の責任・負担にて実施してください。 

（２） 画地エ及びオには、公共下水道施設（健都イノベーションパーク内全体で、管渠 ＨＰφ１,１００ｍｍ Ｌ

＝約２４０ｍ、人孔 ３箇所）が埋設されています。（吹田市が地役権を設定する部分は管理用通路として確保す

る必要があり、建築物等を建てることはできません。）また、公共下水道施設を維持管理するために、周辺道路か

ら敷地内の人孔まで、吹田市が地役権を設定する範囲を管理車両等が常時通行可能な通路を確保した施設配置と

することが必要です。なお、画地オ内に人孔は埋設されていません。 

管理車両が通行する部分は、幅員４．０ｍ以上の空間を設け、４．０ｔ車両が通行可能な舗装が必要です。歩道

のある道路から管理車両が乗入れる場合は、歩道の切下げが必要です。敷地をフェンス等で囲む場合は、管理車両

等が通行可能な門扉の設置が必要です。これらの整備は、周辺地域への影響を十分注意して、事業者の責任・負担

にて実施してください。 

なお、吹田市が地役権設定する範囲と異なる範囲に管理用通路を確保する場合は、別途、吹田市下水道部と協議

し、承諾を得たうえで、地役権設定範囲の変更に関する契約を締結し、変更した範囲で地役権の設定を行う必要が

あります。また、維持管理のための立入り等の詳細に関する覚書を吹田市下水道部と締結する必要があります。 

公共下水道施設に近接して掘削、杭の打設等を行う場合は、吹田市下水道部に公共下水道管付近地掘削の届出が

必要です。敷地内の人孔の高さ調整を必要とする場合は、吹田市下水道部の工事施工承認を得る必要があります。 

優先交渉権者との売買契約締結後、所有権移転にあたり、以下のとおり、吹田市が区分地上権及び地役権の設定

を行います。 
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ア 管渠及び人孔が埋設されている敷地部分には、区分地上権を設定します。管渠上に建物等を建築する場合の

荷重は、地表面において  １㎡あたり１ｔ以下とします。 

イ 管理用通路には、立入・使用・掘削を目的とする地役権を設定し、設定後は建築物等の築造など、公共下水

道施設の維持管理に支障となる行為はできません。 

ウ 区分地上権及び地役権の設定期間は、公共下水道施設の存続期間となります。 

エ 区分地上権及び地役権にかかる設定対価及び使用料については、売却価格から権利の設定対価及び使用料相

当分を控除しています。 

オ 土地の所有権を第三者に譲渡する場合は、上記アからエまでの事項をその第三者に継承しなくてはなりませ

ん。 

カ 公共下水道施設の区分地上権及び地役権設定に係る測量・分筆・登記は、吹田市が行います。ただし、ただ

し、地役権を別図１に示す部分以外で設定する場合は、事業者（優先交渉権者）において、登記に必要な測量、

図面作成等が必要です。 

（３） 吹田市では本件用地について、土壌汚染調査を実施しております。結果概要は、以下のとおりです。 

ア 土壌汚染調査結果の概要 

画地オからは、土壌汚染は確認されませんでした。なお、（仮称）南北道路と千里丘４４号線の接続箇所から

見て、南東の方角に位置する箇所の一部から、ほう素及びその化合物が指定基準値を超えて検出されました。 

イ 事業用地の引渡時における状況 

平成２７年６月１７日付け大阪府告示第８７２号において、土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第  

１１条第２項の規定により、同条第１項の区域の全部について同項の規定による指定を解除されています。 

● 講じられた汚染の除去等の措置  土壌汚染の除去 

（４） 都市計画道路岸部中千里丘線が完成するまでの期間中に、画地エ又はオの利用を提案する事業者が開発を行お

うとする際は、（仮称）南北道路に埋設される下水道管に排水設備を接続して仮排水を行う必要があります。この

場合、都市計画道路岸部中千里丘線が完成した際には、事業者は、速やかに都市計画道路岸部中千里丘線に埋設

される下水道管へ排水設備の付替えを行わなくてはなりません。これに伴う付替工事は、事業者が自ら行う必要

があります。 

また、画地エ又はオの利用及び整備にあたっては、摂津市と十分に協議を行ってください。排水設備の埋設等に

ついて事業者の責任で当事者間での協議を行うことになります。画地エを利用する事業者は、画地オの事業者が画

地エの敷地内に排水設備の整備を行うことに協力し、これを拒むことができないものとします。同様に、画地オを

利用する事業者は、画地エの事業者が画地オの敷地内に排水設備の整備を行うことに協力し、これを拒むことがで

きないものとします。 

なお、仮排水を行う期間中は、（仮称）南北道路に埋設される下水道管の水位が上昇するため、１０年確率降雨

量を超える降雨を観測した際に、当該下水管が対応できる排水量を超える恐れがあります。 

（５） 健都イノベーションパーク内の一部が文化財保護法による周知の埋蔵文化財の包蔵地（遺跡名：明和池遺跡）

に該当します。今後、事業者が実施する工事内容によっては、文化財保護法第 93 条に基づく手続き等が必要と

なる場合があります。この場合は事業者の責任・負担で必要な調査等を実施してください。 

（６） 都市計画法第３３条第１項第２号及び摂津市開発協議基準第７条第３項第１号に定める公共空地の整備（開発

区域面積の３％以上）の要件については、吹田市と摂津市の間で平成２８年１０月２６日に締結の「健都イノベー

ションパークの土地利用に関する協定書」に基づき、事業者による整備を行う必要がないことを確認しています。 

（７） 画地と道路との接道部分については、セットバック用地の緑化に努めてください。当該部分の緑化を行う際は、

各事業者が隣接する事業用地を含む周辺環境の調和に配慮した整備に努める必要があります。 

 

売却最低価格 金６６７，７１６，０００円 

契約保証金 契約金額の１００分の５以上の金額 
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写真①：南西方より 

写真位置図（青色丸数字と矢印は写真撮影位置及び方向を示す） 

写真②：南東方より 

① ② 


